【通常】
集会所整備事業補助金の申請手順
	
	自　治　会
	市
	備　　考

	前年度の８月末まで
	事前協議

・事前協議書

・見積書
	予算措置
	

	事業実施年度の４月から受付
	交付申請

・補助金交付申請書（様式第１号）

・事業計画書（様式第２号）

・見積書（写し）
・集会所の位置図・平面図
・整備前の現況写真
	
	２～３者の見積書が必要になります。

定価のわかるカタログがある場合は、あわせてご提出ください。

	
	
	現地確認などの審査の後、補助金交付決定書を送付
	申請受理してから１～２週間程度必要です。

	交付決定書が届いてから着手
	事業着手

　・着手報告書（様式第７号）
	
	

	事業実施年度の３月末までに提出
	実績報告

・完了報告書（様式第８号）

・実績報告書（様式第９号）

・請求書（写し）

・領収証（写し）
・整備後の写真
	現地確認などの審査
	

	
	交付請求

・補助金交付請求書

・口座振替依頼書


	
	

	
	
	補助金を交付
	請求後、約１～２ヶ月かかります。


注意事項
☆交付申請は必ず事業着手前（工事着工前）におこなって下さい。交付決定前に着手されると補助金が交付できなくなります。
☆補助金交付決定後、申請時の見積り額と事業費に額の変更が生じた場合「変更申請」が必要になりますのでご相談ください。

☆実績報告及び交付請求は必ず当該年度内におこなって下さい。（工事等、期間が予測しにくい事業はできるだけ早く申請、着手して下さい）
☆交付決定までに事業前の現場確認をさせていただきます。日程調整に時間がかかる場合もございますので、早めに交付申請のお手続きをすすめてください。なお、事業後にも現場確認いたしますので、ご協力お願い申し上げます。
【補助金概算請求をおこなう場合】

（自治会から業者への支払い前に補助金交付を希望する場合）
集会所整備事業補助金の申請手順
	
	自　治　会
	市
	備　　考

	前年度の８月末まで
	事前協議

・事前協議書

・見積書
	予算措置
	

	事業実施年度の４月から受付
	交付申請

・補助金交付申請書（様式第１号）

・事業計画書（様式第２号）

・見積書（写し）
・集会所の位置図・平面図
・整備前の現況写真
	
	２～３者の見積書が必要になります。

定価のわかるカタログがある場合は、あわせてご提出ください。

	
	
	現地確認などの審査の後、補助金交付決定書を送付
	申請受理してから１～２週間程度必要です。

	交付決定書が届いてから着手
	事業着手

　・着手報告書（様式第７号）
	
	

	事業実施年度の２月末までに提出
	完了報告

・完了報告書（様式第８号）

・請求書（写し）
・整備後の写真
	現地確認などの審査
	

	
	交付請求

・補助金交付請求書

・口座振替依頼書
	
	

	
	
	補助金を交付
	請求後、約１～２ヶ月かかります。

	事業実施年度の３月末までに提出
	精算報告

・事業実績報告書（様式第９号）

・事業精算報告書（様式第１１号）

・領収書（写し）
・(※)補助金交付請求書
	
	(※)補助金の残金がある場合必要です。


注意事項

☆交付申請は必ず事業着手前（工事着工前）におこなって下さい。交付決定前に着手されると補助金が交付できなくなります。

☆補助金交付決定後、申請時の見積り額と事業費に額の変更が生じた場合「変更申請」が必要になりますのでご相談ください。

☆実績報告及び交付請求は必ず当該年度内におこなって下さい。（工事等、期間が予測しにくい事業はできるだけ早く申請、着手して下さい）

☆交付決定までに事業前の現場確認をさせていただきます。日程調整に時間がかかる場合もございますので、早めに交付申請のお手続きをすすめてください。なお、事業後にも現場確認いたしますので、ご協力お願い申し上げます。
